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地 本 業 務 ニ ュ ー ス                                
J R 東 海 労 ・ 静 岡 地 方 本 部 

NO.２ 2026 年２月６日 発行者：ＪＲ東海労静岡地方本部 半場弘恭 

職場改善要求やダイヤ改正 

乗務員行路等について議論！ 

申第２．３．４号回答で業務委員会開催 

１月３０日、地本は支社と業務委員会を開催し、申第２号第３号第４号『令和７年３

月「ダイヤ改正」に関する申し入れ』の回答を受けました。 

以下、会社の回答と主な議論です（回答順）。 

 

《会社回答》 

 

申第３号「東海道線設備点検による長時間運転見合わせの事象について」 

 

１．事象に関わる時系列を明らかにすること。 

会社：今回、パンタグラフの損傷は２回発生している。１回目は、１１月５日１６時３

６分下り７７９Ｍの車掌が安倍川駅到着時にパンタグラフからの火花を確認、その後

車両係員が確認した結果、パンタグラフが損傷していることが発見された。静岡～安

倍川間の地上設備及びその他の車両に異常がないことを確認し、２１時２９分に全線

で運転再開した。２回目は、１１月６日２時３０分下り回送列車の運転士が焼津～西

焼津間走行中パンタグラフからの火花を確認した。その後の調査で、石部トンネル内

の漏水防止板が垂下しそれを留めていたフラットバーとパンタグラフが衝撃して、損

傷させたことが５時頃に判明。点検復旧作業が完了し、１２時２６分に全線で運転再

開した。列車影響は、１回目は東海道線の沼津～浜松間上下線で運転を見合わせ運休

１２１本、部分運休５５３本、影響人員は約３万５千人、新幹線代行輸送を実施して

いる。２回目は始発から静岡支社管内全区間で運転を見合わせ、運休３１１本、部分

運休９１本、影響人員約８万人であった。 
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２．事象原因を明らかにすること。 

会社：本件の原因は、防錆処理されていないボルトナットが湿潤環境下による腐食等の

経年劣化に加え繰り返しの風圧による振動で破断したことである。背後要因として、

腐食していたボルトナットの触手点検ではフラットバーにがたつきがないことを確認

していたが、この点検方法では風圧等の外力に対して十分な耐力がないことを判断で

きなかった。 

 

３．関係部品の垂下防止対策はどのようにおこなわれていたのか明らかにすること。 

会社：ＦＲＰ板をフラットバーで固定しボルト留めしていた。 

 

４．今後の再発防止対策について明らかにすること。 

会社：今後の対策については、応急的な対策として事故件となった石部トンネルにおい

ては緊急触手点検を実施し点検結果により追加補強の必要のある箇所には追加の補強

を実施した。またその他の漏水防止板などを添加物のあるトンネルにおいても緊急目

視点検を実施した。恒久対策として、石部トンネルの漏水防止板撤去を今年度末まで

に完了するように計画を前倒しした。尚、撤去後に漏水などで対策が必要な箇所は薬

液の注入や防錆仕様の漏水防止板の設置を実施する。管理面の対策としてトンネルに

おけるボルトナットの腐食に関する判断を明確化し、基準に応じて取り替えを実施す

る。 

 

５．運転見合わせ中の乗務員に対しては、健康を損なわないよう、待機時間及び休憩時

間について、現場管理者が責任をもって具体的に指示を行うこと。 

会社：待機時間および休憩時間についての指示は行っているが、不明点があれば職場の

管理者に確認していただきたい。 

 

組合：ボルトナットは防錆処理したものを使用していないのか。 

会社：現在は防錆処理したものを使用している。石部トンネルのものは防錆処理されて

いなかった。 

組合：それはなぜなのか。 

会社：昔からのものが交換されずに使用されていた。２０２３年１月に石部トンネルで

漏水防止板の脱落があり、対策としてその後は防錆仕様のボルトナット使用すること

となった。また石部トンネルの漏水防止板の交換を進めているところであった。 

組合：丹那トンネルの事象は教訓化されなかったのか。 

会社：今回は違う原因で起きた事象だといえる。 

組合：現場で乗務中の乗務員が、待機時間や休憩時間についてどうなるのかときけない

場合もある。 

会社：今回は、そのような指示ができるかは難しかったと思う。 

組合：身延線や御殿場線まで止めなくて良かったのではないか。 
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会社：原因が解らずどこで現象が発生するか解らなかったためである。 

会社：再発防止に努めること。 

 

 

申第４号「２０２６年３月ダイヤ改正に関する申し入れ」 

 

Ⅰ．沼津運輸区 

１．１５７行路から１５８行路で退出から出勤まで時間が短いので、１５８行路を１５

３行路と差し替えること。 

会社：検討の結果、要望通りとはならないが交番順序の見直しを実施した。 

ＥＣ１組 １５１ － １５２ １５８ － 休 休 １５４ － １５５ － 休 

休 １５６ － １５７ １６７ － 休 休 

ＥＣ２組 １６１ － １６２ １６３ － 休 休 １６４ － １６５ － 休 

休 １６６ － １５３ － １６８ － 休 休 

１６７行路は１２時０８分出勤となる。 

 

 

２．１７３行路で４８２Ｍ熱海折り返し４８５Ｍは長時間乗務となるので、４８２Ｍを

それより前の列車と差し替えること。 

会社：行路作成にあたっては様々な要素を総合的に勘案し行路ごとのバランスなども考

慮し乗務割り交番作成規程に則って作成している。他の行路への影響も考慮し現行の

ままとする。なお列車の持ち替えを実施し、４８２Ｍ→４８５Ｍは１７５行路の乗務

となっている。 

 

３．１７３行路で３７３系の分割補助作業があると思われるが、運転士の無線機による

誘導は連結部が目視できないなど安全上問題があるので、駅係員を充当すること。 

会社：当該の分割補助作業については静岡駅ホームでの作業のため駅係員が出場する。

駅係員の合図にて分割作業するため無線機は使用しない。なお列車の持ち替えを実施 

し、３７３系の分割補助作業は１７５行路の作業となった。 

 

Ⅱ 静岡運輸区 

１．５行路、７行路の明けの休憩時間を確保すること。 

会社：行路作成にあたっては様々な要素を総合的に勘案し行路ごとのバランスなども考

慮し乗務割り交番作成規程に則って作成している。他の行路への影響も考慮し現行の

ままとする。 
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２．２３行路の明けの拘束が約７時間と長いので解消すること。 

会社：行路作成にあたっては様々な要素を総合的に勘案し行路ごとのバランスなども考

慮し乗務割り交番作成規程に則って作成している。他の行路への影響も考慮し現行の

ままとする。 

 

３．３１行路の９７１Ｍから９７８Ｍの４分折り返し、９８３Ｍから９９０Ｍの４分３

０秒折り返しの時間僅少を解消すること。 

会社：必要な折り返し時間は確保している。 

 

４．２８行路の２６３Ｍ沼津場面で到着から乗り継ぎまで１時間１６分あるが看視にな

るのかどうか明らかにすること。看視であれば７８２Ｍ乗り出しから長時間となるの

で改善すること。 

会社：２６３Ｍとあるのは２６５Ｍで、列車看視となる。行路作成にあたっては様々な

要素を総合的に勘案し行路ごとのバランスなども考慮し乗務割り交番作成規程に則っ

て作成している。他の行路への影響も考慮し現行のままとする。なお列車の持ち替え

を実施し２６５Ｍは２６行路の乗務となる。また交番順序を以下のように見直した。 

ＥＣ１組 変更なし 

ＥＣ２組 ３４ － １７ ２３ － 休 休 １６ － １５ － 休 休 １４ 

－ １２ １８ － 休 休 

ＥＣ３組 ２１ － ２２ ３３ － 休 休 １１ － ２５ ２８ － 休 休  

２７ － 休 ２６ － ２９－ 休 休 

ＥＣ４組 ３１ － ３２ １３ － 休 休 ２４ － ３５ － 休 休 ３６ 

－ ３７ ３８ － 休 休 

 

５．沼津駅神戸方からの入換えにおける通路６区にＥ３標を設置すること。 

会社：設置の予定はない。 

 

６．菊川駅の新駅舎に女性休養室を設置するのか明らかにすること。また設置による菊

川泊行路女性担務の有無を明らかにすること。 

会社：女性休養室は設置される。設置に伴い必要な教育を実施したうえで菊川泊をさせ

ることもある。 

 

７．現行２１行路１３６Ｍのように乗務途中において両数が変わる場合は、継続乗務と

しないこと。 

会社：行路作成にあたっては様々な要素を総合的に勘案し行路ごとのバランスなども考

慮し乗務割り交番作成規程に則って作成している。他の行路への影響も考慮し現行の

ままとする。 
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Ⅲ 浜松運輸区 

１．１１１行路で３７３系の併合作業があると思われるが、運転士の無線機による誘導

は連結部が目視できないなど安全上問題があるので、係員を充当すること。 

会社：連結器が正当方向であるかの目視確認は誘導担当の運転士が併合する前に連結器

の向きを確認するため問題ない。 

 

２．２．１１１行路の９２８Ｍから９３３Ｍの休憩時間僅少のため、９３３Ｍをそのあ

との列車と差し替えること。 

会社：行路作成にあたっては様々な要素を総合的に勘案し行路ごとのバランスなども考

慮し乗務割り交番作成規程に則って作成している。他の行路への影響も考慮し現行の

ままとする。 

 

３．１１８行路の７４５Ｍから７５５Ｍの休憩時間が十分でないため、７４５Ｍをその

あとの列車と差し替えること。 

会社：行路作成にあたっては様々な要素を総合的に勘案し行路ごとのバランスなども考

慮し乗務割り交番作成規程に則って作成している。他の行路への影響も考慮し現行の

ままとする。 

 

４．１２５行路の１３１Ｍ入換え後、４２７Ｍの乗継ぎまで十分な休憩時間が確保でき

ないと考える。十分な休憩時間を確保すること。 

会社：行路作成にあたっては様々な要素を総合的に勘案し行路ごとのバランスなども考

慮し乗務割り交番作成規程に則って作成している。他の行路への影響も考慮し現行の

ままとする。 

 

５．５．１２９行路の９２７Ｍから９３１Ｍの休憩時間僅少のため、９３１Ｍをそのあ

との列車と差し替えること。 

会社：行路作成にあたっては様々な要素を総合的に勘案し行路ごとのバランスなども考

慮し乗務割り交番作成規程に則って作成している。他の行路への影響も考慮し現行の

ままとする。 

 

６．豊橋駅折り返し行路の折り返し時間について、作業の安全を確保するため６分以上

確保すること。 

会社：必要な折り返し時間は確保している。 

 

組合：通路６区にＥ３標を設置しないのはなぜなのか。 

会社：他の地上設備の関係上、設置する必要がない。 

組合：後部を昇降台にあわせて停めれるのが乗務員の希望であるので、再考すること。 
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申第２号「労働条件等の改善要求について」 

 

１．車両区派出統合に伴う沼津駅構内検修施設の整理については、現行の構内運転士の

詰め所及びトイレ等を確保したうえで行うこと。あるいは新設すること。 

会社：派出統合による建物の撤去予定はなく、現行どおり使用可能である。 

 

２．泊勤務において、就寝前に乗務報告を完結しているが、事象は口頭報告しているの

であり、睡眠時間を削ってまで行わせることは安全上問題である。明けの時間で完結

するようにすること。 

会社：関係箇所と対応を行う場合もあるので、速やかに報告してもらう必要がある。 

 

３．出発時刻は、運転取扱い実施基準規程第２章第２５条（２）において「列車が進行

を開始した時」と定められている。よって停車時間を３０秒以上とし、起動開始時に

採時をするようにすること。 

会社：運転取扱い実施基準規程第２章第２５条（２）については、ドア閉時機の変更に

関する施行に付いての通達をもって出発時刻の採時はドア閉した時と解釈するように

と訓練で周知されている。なお停車時間については変更する考えはない。 

 

４．異常時・災害時における出退勤および在宅休養時間を最大限確保できるように、勤

務地は自宅から近い箇所とすること。 

会社：必要な在宅休養時間は確保できている。また、勤務地については総合的に判断し

て決定している。 

 

５．指令より列車を止める指示を出した場合は、その理由も伝達すること。併せて一斉

伝達も行うこと。また、長時間の運転見合わせとなった場合、随時途中の情報を一斉

伝達すること。 

会社：異常時等が発生した際は複数の列車をいっせいに止めることを最優先しているた

め、このタイミングでは理由までの伝達は行っていないが、関係列車の停車を確認後、

列車無線にて発生内容等についていっせいに情報伝達を行っている。なお、お客さま

からの問い合わせ等により運行情報の確認をする必要がある場合は、指令に連絡して

いただきたい。 

 

６．静岡駅電留線のカラス対策を行うこと。 

会社：必要な都度、指定通路の清掃は引き続き実施するが、安全を阻害するものではな

いため指定通路の清掃以外の対策を行う考えはない。 
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７．袋井駅下り本線４両標の視認性を向上すること。視認性の向上については点灯型も

検討すること。 

会社：視認性に問題はないため、そのような考えはない。 

 

８．運転席上部の冷房ファン吹き出し口ルーバーが逆方向（前向き）の車両（Ｓ２編成

等）がある。他の車両と同様に後ろ向きに風向調整が出来るよう取り付けること。 

会社：すでに他の車両と同様に後ろ向きに風向調整ができるよう取り付けられている。 

 

９．前照灯が暗い車両があり視認距離が非常に短いものとなっている。特に雨天時には

前ガラスの油膜により更に見にくいものとなっている（３１２－２３１５等）。よって、

前照灯を明るいものとし、加えてワイパーブレードを撥水コーティングするタイプの

ものとすること。 

会社：前部標識等については、車両構造取扱い細則を満たした仕様としており、必要な

前方視認距離を確保している。前面清掃時に油膜を取り除く効果のある薬剤を使って

清掃を実施しており、前面ガラスの視認性に問題はないと考えている。したがって、

撥水コーティングタイプのワイパー設置は考えていない。 

 

１０．携帯予備時刻表はクリアケースに封入されているが、時刻表の印字面がクリアケ 

ースに溶着して剥がれてしまうため対策を行うこと。 

会社：確認できないものではないと認識しているため、現状のままとする。万が一破れ

て確認ができないなどの状態になった場合は指令または当直に確認していただきたい。 

 

組合：通路の清掃を行っているとのことだが、カラスの糞の落下自体が問題である。ワ

イヤーの設置はできないのか。金属製のギザギザも効果があるのではないか。指定通

路を安心して歩くことができるようにすること。 

会社：なんとかしたいと考えている。 

組合：前照灯について車両構造取扱い細則ではどの様な照度ならＯＫとなるのか。 

会社：問題が無いことを確認している。 

組合：方向が悪くて見えにくいものもある。エアセクションや標識の数字が判別できな

い場合がある。３１２－２３１５車両は確認したのか。 

会社：確認をした結果である。 

組合：会社が問題無いとしたことについて、乗務員サイドからすれば、問題は解決され

ないまま乗務しなければならないということである。 

会社：安全な車両を提供するためルールを設けて必要な点検を実施している。気付いた

ことを現場であげてもらうのはありがたいことだが、照度についてはこれが会社の見

解である。 

以 上 


